
第3回松本市アルプス公園
自然活用実行会議

日時 令和4年9月1日(木)13時30分～

会場 大手公民館 2階 大会議室
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県営烏川渓谷緑地 現地視察感想
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アルプス公園に活用できそうな部分（県営烏川渓谷緑地）
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国営アルプスあづみの公園 現地視察感想



国営アルプスあづみの公園 現地視察感想



アルプス公園に活用できそうな部分
（国営アルプスあづみの公園）



アルプス公園に活用できそうな部分
（国営アルプスあづみの公園）



その他意見



その他意見



質問者 質問 回答

土田座長

１.若い世代の人が市民会員として参加してい
るか、また参加希望者がいるのか。

２.市民会員として参加したい場合はどのよう
な方法や審査があるのか。

３.市民会議について、安曇野市も構成メン
バーのようですが、なに課が担当しています
か？複数の課がかかわっている場合、主要担
当課はどこでしょうか？

１.森林保全チームメンバーを経て、市民会議会員登録者4 0 代の方が１
名です。
一般で市民会議の問い合わせは６０代以上の方が多く、若い世代からは
ありません。

２．市民会議会員には、誰でもが参加登録できる仕組みとなっていま
す。

３．安曇野市の窓口課は都市計画課でしたが、現在連絡を取り合ってい
るのは耕地林務課、環境課です。

小川原
委員

１.現在アルプス公園のボランティアは花の丘
整備（草刈り等）６人、そば打ち教室講師（有償）
１人ですが、烏川のグループは森林、植物合わ
せて２８名、会員外を含め充実していると思
う。どのよう募集しているのか具体的に知りた
い。

１.植物班は実質４名のコアメンバーがかかわっています。新規メンバー
が増えない状況です。森林保全チームは、2 0 名登録者があり、林業実習
を目的とした方や地域内での林業的活動を促進する有志の集まりであ
ることが、人の輪を広げているように思われます。



小川原
委員

１.現在アルプス公園のボランティアは花の丘
整備（草刈り等）６人、そば打ち教室講師（有償）
１人ですが、烏川のグループは森林、植物合わ
せて２８名、会員外を含め充実していると思
う。どのよう募集しているのか具体的に知りた
い。

１.植物班は実質４名のコアメンバーがかかわっています。新規メンバー
が増えない状況です。森林保全チームは、2 0 名登録者があり、林業実習
を目的とした方や地域内での林業的活動を促進する有志の集まりであ
ることが、人の輪を広げているように思われます。

質問者 質問 回答

村上委員

１.説明してくれた会議の岩垂さんの話から「無
償です。」のお話、活動に係る保険や道具（備
品、資料など）の補助などはどうなっています
か？
聞きもらしました。
※ボランティア＝無償はずっと以前のこと、対
等、平等の考え方では有償ボラもありです。

１.市民会議への活動支援として、指定管理業務の仕様書に位置付けら
れています。
活動保険加入費（全国ボランティア保険）、道具購入費、材料費、市民会
議の主催イベントの講師謝金は、指定管理料から支弁しています。
※ボランティアへの活動費は個々人に支払わずのスタイルを取っている
のは、おそらく、活動費を支払う者とそうでない者（全員で行うと予算に
縛られる）ために、平等なルールを採用しているのではないかと考えま
す。当初より、活動費は無料を条件で運営がされています。

髙山委員

１.市民会議の活動や、来園者の対応等で困っ
たことがあれば、その対象方法を含めてお教
えください。

２.「森林保全チーム」と「植物班」が活動してい
ますが、今後それ以外の活動を広げていくこと
を考えている分野があればお教えください。

1.市民会議の活動に対して、利用者から具体的な意見をもらうことはい
まのところ思い当たりません。市民会議事務局としては、烏川渓谷緑地
の管理運営の方向性を左右する意見をお持ちの方があれば、市民会議
に参加いただけたら良いと思います。

２．長野県と安曇野市（行政）・市民会議（市民）・指定管理者（現場管理
者）の３者からは現状では、新たなグループでの活動はありません。烏
川の管理運営にかかわる新たな活動を市民・市民団体が、持ちこむケー
スも現在はありません。

鈴木委員

１.　烏川渓谷緑地で実施されている森林管理
の研修会や自然観察などに関して、講　師の方
の講師料や経費などはどこから捻出されるの
か。（指定管理者・安曇野市）

1.指定管理費の中から支弁しています。



質問者 質問 回答

※（補足）行政や指定管理者が個人に対し活動費を支払うことをしないのではなく、市民会議の市民メンバーの総意といえます。あ
づみの公園の有償ボランティアの場合ですと、活動費の支給により、お金を誰が何回もらって、活動できる人ばかりが活動するな
ど、市民メンバー同士で不満が起きることもありました。結果、予算の上限や平等にメンバーが活動するルールまで出てきてまし
た。新たに加わりたい方も、先に有償で活動する人たちの既得権的なルールが敷かれ、人数を増やせないこともありました。なによ
り、個人がお金をもらって活動すると、市民活動やボランティア活動（無償・手弁当）で活動することが、損な気になるものです。個
人への活動費支給（報酬）ではなく、グループ有志（アソシエーション）の市民団体が会計を有し、そのグループをみんなの予算とし
てどのように活用するか（メンバーで話し合い）であれば、予算化されても、メンバー間で損得感がなくいいかもしれません。その代
わり、グループには会計であったり役割分担もまた活動の一部という考え方が必要となります。会計があると、グループ活動の収
入をどのように得て活動を膨らませようか！といった発展性がありそうです。公共の予算に頼ることは、安定して安心感がありま
すが、発展して持続くするか、自立した活動の自負が持てるかどうかは疑問です。

１.公園の維持管理費やその使い道を示す仕様書に市民会議運営が位置
付けられています。よって予算はありますが、外部・内部のイベント講師
用として、謝金をお支払いする場合がほとんどです。(※補足)

２.市民会議の参画者研修とは、「市民会議主催イベント」の開催かと思い
ます。烏川渓谷緑地の野生生物や森林環境を管理して行くために、生息
する生物について、造詣深い地元講師のお話を聞き、緑地の管理の視
点を考える内容です。最近では、地元の講師が定着化しています。講師
委託のポイントは、市民活動に協力的で相談に乗ってくれる支援者でも
あることだと思います。

３.烏川緑地の運営では、指定管理者や市民会議の主催イベントばかりで
すが、持ち込みイベントとして「都市公園法に定める『行為の許可』を提
出して行う方法」があります。
　あづみの公園には「協働活動者の登録制度」があります。烏川渓谷緑
地では、市民会議（管理者含む）が認知して指定管理者が登録を募る制
度はまだありません。一方、市民会議に登録して、活動する仕組みはあ
りますが、市民団体が活動のために「烏川渓谷緑地市民会議」に登録す
る例はまだありません。「発言権とフィールドでの活動への献身度が比
例しているところが、市民会議が培ってきた気風といえるかのしえな
い」と感じています。

１.県が指定管理ということだが、なぜ座長さ
んはじめ保全メンバーの報酬が予算立てされ
てないのか、無償ボランティア活動には限界が
あるのではないかと感じた。なぜ予算を回せ
ないのか疑問に感じた。

２.市民会議の参画者研修ではどんなことをす
るのか。また、業務委託するときの注意点はど
んなところか知りたい。

３.イベント協力団体に向けての運営規約は？

神澤委員



国営アルプスあづみの公園 質問要旨

質問者 質問 回答

土田座長

1．広い公園を高齢者や障害者が移動する手段
について考えたこと、あるいは考えていること
はあるのか。

2．烏川渓谷緑地公園は市民会議で市民会員
が管理、運営に参画しているが、あづみの公園
では、指定管理者との協働活動者との間で、定
期的な協議や意見交換、あるいは行事の検討
などが行われているのか。

3．あづみの公園で、他の個人、団体（未登録団
体）が何か行いたい場合、それは可能か。ある
いは登録認可されないと活動は不可であるの
か。一時的に行いたい場合など。

１．当日のパークトレインの紹介（大町・松川地区）をさせていただきまし
た。
公園整備（リニューアル含む）中で、ユニバーサルデザインの観点から、ス
ロープ緩和（勾配緩やかな園路コースの情報提供）や緑陰・ベンチの配置
による休息場の適正な配置については管理センターから国（管理者）に
提案したこともあります。

２．個別の市民団体と主にイベントについて打合せを行います。
公園管理センターが募集する公園パートナーには、４つのグループがあ
り、市民協働係スタッフと毎月１回各グループと打合せを行い、活動を
計画しています。

３．公園に登録していない個人・団体のイベント開催は、都市公園法の
「行為の許可」に則して、国（管理者）が許可した場合は開催できます。
管理センターが行うイベントと共催した形で実施する方法もあります。
「夢プラン」応募にようにアルプスあづみの公園の新たな利用の可能性
を試行して行くために、管理センターが他の運営に対して、人的余力が
生み出されれば受け入れ可能です。

小川原
委員

１.ボランティアの募集についてその現状と方
法

公園パートナーの募集は、年間を通じて行っています。アルプスあづみ
の公園堀金・穂高地区H P での公園パートナー募集を参照ください。



国営アルプスあづみの公園 質問要旨小川原
委員

１.ボランティアの募集についてその現状と方
法

公園パートナーの募集は、年間を通じて行っています。アルプスあづみ
の公園堀金・穂高地区H P での公園パートナー募集を参照ください。

質問者 質問 回答

神澤委員

１.協働活動者の審査基準は何か

２.活動内容の企画を募集し、審査をしている
ところだが、その審査基準はなにか？

１.「あづみの公園管理センター　協働活動者登録運営設置要領」に定め
ています。

２.特には、自立した団体であること　活動内容が公園の基本理念と合致
していることなどが挙げられます。

1.業務委託を受ける側（公園管理センター）からのやりやすさは、業務委
託時に提案した事業を業務期間中（４か年）でこなすといった、運営の方
針が明確になり運営できることです。不利なことではありませんが、提
案した事業も管理者の許可が必要ですので、妥当性を持って実施しな
ければなりません。そのためには、当該公園の「管理運営プログラム（管
理運営方針）」や「公園の基本理念」「公園の整備時に定められている基
本方針」に併せて活動の位置づけを行う必要があります。

２．協働活動の工夫に関しては、管理運営のテーマといえます。一般的に
いわれる「主体形成」「合意形成」「参加の拡大」やファシリテーションの技
能を駆使することなどのほか。「地域内でのゆるやかな市民ネッワーク」
があるかないかなど、公園で団体が独立独歩で活動を完結しない運営
環境づくりは大切だと思います。
やりにくいことではありませんが、公園関係団体や管理運営の関係者の
中でまとまるよりは、他の行政セクション、教育団体、自治会、助成団
体、企業、市民団体ネットワークなど関係性に幅をもたせることで、公園
での活動に対する応援団を広げる意識が必要であり、自分たちの活動
が市民参加ではなく、参加の関係性を広げるために行う活動である意
識は持ちたいところです。それにより、取り組む活動が公益増進に寄与
しているかを活動しながら考える機会となります。
同じ場所について、多数の団体が集まり議論することは、机上の議論か
ら実践に繰り出さないことが起こりやすいと思われます。実践している
ことを自他ともに尊重して行くためにも、活動を積み重ねる実績は尊重
されるべきだと思います。助成金の獲得など、活動実施・計画が評価さ
れることにもつながります。

１.業務委託方式による公園管理で有利なこと
（やりやすいこと、不利なこと（やりにくいこと）
があればお教えください。

２.協力員、協働員、協力団体、協働団体との連
携・協働で工夫していること、あるいはやりに
くいことなどがあればお教えください。

髙山委員



視察のポイント



視察のポイント



アルプス公園北側拡張部

団体

個人

団体

団体

個人

事務局

【事務局】（指定管理者が運営）
・協議会の運営
・松本市・指定管理者・(仮称)自然活用委員会の連絡・調整

(仮称）公園ボランティア
（仮称）アルプス公園〇〇協議会

【(仮称)自然活用委員会】
・公園の管理運営および利用
方針等の検討

・(仮称)公園ボランティアの活動
支援、助言

【松本市】
公園緑地課他

松本市

（仮称）
自然活用
委員会

指定
管理者

【指定管理者】
・(仮称)サポーターの受付
窓口・調整等

・ (仮称)公園ボランティア
の活動ＰＲ

アルプス公園北側拡張部管理運営体制（案）

山と自然博物館小鳥と小動物の森

市

民

（仮称）サポーター申請

募集・活動ＰＲ

支援

助言 参加

市 民・公園利用者 学校
保育所等

大学等
研究機関

他の
自治体等



指
定
管
理

団体個人団体団体

(仮称）公園ボランティア ※１

（仮称）自然活用委員会

アルプス公園管理運営体制フロー図（案）

市

民

協議

行
為
申
請
認
可

ボランティア募集ＰＲ・公園宣伝

支援

助言

参加

意見交換

（仮称）サポーター申請 ※２

指導

支援

支援

参加

計画書提出

松

本

市
指
定
管
理
者

公園業務
専門員

窓口
業務

個人

登録

※１（仮称）公園ボランティア：公園に登録している団体・個人のボランティアでありイベントを開催する者

※２（仮称）サポーター ：公園ボランティアの活動をサポートする者あるいは開催するイベントに参加する
者



（仮称）アルプス公園〇〇協議会

事務局（指定管理者が運営）
 協議会の運営
 市・指定管理者・(仮称)自然活用委員会の連絡・調整等

 構 成：建設部公園緑地課 ※その他の課はオブザーバーとして参加

 業務内容：行為申請・許認可、自然データベース作成、ボランティア団体の支援等、
(仮称）アルプス公園〇〇協議会の開催（年3回程度）

 構 成： 松本市アルプス公園自然活用実行会議委員を中心とした、各分野の
専門

家等１０名程度（一部の団体・個人）
 専 門 家： 野鳥、昆虫、植物、ビオトープ、里地・里山づくり、環境教育などで野

外活動経験者・実績者
 業務内容： 公園の管理運営及び利用方針の検討、ガイドライン作成、ボランティ

ア
活動計画等の検討・集約、(仮称)公園ボランティアの活動支援及び

（仮称）自然活用委員会

指定管理者

松 本 市

 構 成：松本市アルプス公園指定管理者
 業務内容：指定管理にもとづく公園管理、アルプス公園の情報収集・発信、

(仮称)公園ボランティアへの指導・活動調整、（仮称）公園ボラン
ティア

の登録審査、サポーター申請受付窓口業務、自然データベースの作
成、

（仮称）自然活用委員会の事務局運営
 運営職員：公園業務専門職員、事務担当

 北側拡張部の適正な管理運営と来園者の効果的な利用を促進するため、関係主体の調整・連携を図る
 構成員

①松本市建設部公園緑地課
②指定管理者
③(仮称)自然活用委員会

（仮称）アルプス公園○○協議会




